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2015年の個人情報保護法改正の全面施行により、2017年5月30日からは、取り扱う個人データの数が5000人分未満の事
業者であっても、個人情報保護法の適用対象になっています。取り扱う個人データの数には、従業員データも含まれます。
これにより、基本的にはすべての事業者に、個人情報保護法の適用があることになりました。

現行法において、中小企業で個人情報を取り扱う場合に、特に注意する必要がある基本的なポイントを、まず説明しておき
ましょう。

個人情報を取得する場合、個人情報の利用目的を特定し（個人情報保護法15条1項）、通知・公表することが必要とされて
います（同法18条1項）。個人情報取扱事業者は、通知・公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り
扱うことはできません（同法16条1項）。

次に、個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないとさ
れています（個人情報保護法20条～22条）。これはすべての事業者に適用されますが、中小規模事業者においては、必ず
しも大企業と同等の安全管理措置を講じなければならないわけではないとされています。詳しくは、個人情報保護委員会
のガイドライン（通則編）「8（別添）講ずべき安全管理措置の内容」を参照してください。

そのほか、個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要となります（個人情報保護法23条）。さ
らに、本人から保有個人データの開示などの請求があった場合、原則として開示などの対応を行う必要があります（個人情
報保護法27条～34条）。

現行法における個人情報の取り扱いが適法かを確認するには、個人情報保護委員会の作成した中小企業向け自己点検
チェックリストを利用するといいでしょう。

個人情報保護法付則として、法律の施行後3年ごとに、「新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があ
ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされていました。

それにより、2020年3月に、（1）自身の個人情報に対する意識の高まり、（2）技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、
（3）越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応などの観点から、個人情報の保護に関する法律などの一部を改正
する法律（以下「改正法」）が国会に提出され、6月に成立、公布されました。2022年6月までに全面施行される予定です。
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